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~災害関連の各種制度などについてのお知らせ~

大洲市大洲 69削砲24-2111

特別援護資金制度のあらまし

被害を受けた農林

水産物等の緊急の復

旧に要する資金の調

達が困難なもので、減

収量が平年農林漁業

総収穫量の 30%以

上となる見込である

かまたは、減収額が平

年農林漁業総収入額

の 20%以上となる

こと

イ 農林漁業用機械

器具等

運搬用機具(軽四トラ

ック等)、病害虫防除

用機具(動力噴霧器な

ど)原動機、揚排水用

機具肥料調整散布用

機具、農産物育成管理

用機具(ハウス暖房機

など)、耕うん整地用

機具、収穫調整用機

具、農用地改良調整用

機具等。小農具につい

ては多数をセットで

購入し相当の金額に

なる場合

の【(【【け資商
融主土期場て金工台
資な・関所いな業風
制相日】}まどな 16
度談を すのど号
の内除 9市。貸にに
相容三月役おし被ょ
談】~ 24所気付害り
な 午日 1軽けを、
ど災前会階にや受住

宰ロご相け宅
援時かど利談たや
護 30ら i用を人家
資分し く行に財
金 iば だう対血
に午ら さ窓す雲
つ後く い口るギ
い 5 の 。を援宴
て時開 設護需

O. 5% 

(据置期間無利子)

1 0年間

(据置期間を含む)

中小企業者で被害

を受け、被害額が平年

総収入額の 20%以

上となること

編集/総務課発行/大洲市役所

一斗よ

O. 5% 

(据置期間無利子)

10年間

(据置期間を含む)

床上浸水(但し、床

上浸水と同等の被害を

受けた場合も含む)か

っ住宅、家財に被害を

受けたもので、自らの

カで応急復旧若しくは

修理出来ない場合で、

制度資金である災害援

護資金の貸し付けを受

けていないもの

大
洲
市
で
は
、
台
風
間
号
に
よ
る
被
害
の
復
氾

に
伴
う
融
資
制
度
に
つ
い
て
相
談
窓
口
を
設
置
し

ま
す
。
こ
れ
は
、
災
害
救
助
法
に
基
づ
く
災
害
援

護
資
金
貸
付
金
(
市
よ
り
3
%
の
利
子
補
給
)

庖錦、工場、事務所

等の施設、設備、業務

用車輔、運搬具、原材

料、商品などの購入費

及び修繕費

ワ 農林漁業用資機

材等農薬、肥料、種苗、

ピニ}ノレハウス等の

支柱等の購入費及び

修繕費

住宅及び家財(乗用

車を除く)の購入費及

び修繕費

ア農林漁業用施設、

整備

農舎、農産物育成管理

施設、(温室、ビニール

ハウス等)、農産物貯蔵

施設(農業用倉庫等)

かんすい施設、病害虫

防除施設、排水施設、

農産物乾燥施設、農業

用索道等

の
ほ
か
、
特
に
市
単
独
で
0
・
5
%
の
低
利
の
貨
…

付
制
度
を
創
設
し
被
害
復
旧
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
…

(
受
付
期
聞
は
3
ヶ
月
)

被
災
さ
れ
た
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

0
・
5
%
の
利
子
で
1
0
0
万
円
限
度

台
風
児
号
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
人
で
、
自
ら

の
カ
で
応
急
復
旧
な
ど
が
困
難
な
人
に
対
し
て
特

別
援
護
資
金
貸
付
金
を
お
貸
し
し
ま
す
c

対
象
が
一
般
世
帯
、
農
林
漁
業
者
、
商
工
業
者

と
分
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
連
帯
保
証
人
や
償

還
方
法
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
相
談
窓
口
へ
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。
な
お
、
災
害
援
護
資
金
を
含
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
援
護
資
金
の
重
複
し
た
貸
し
付
け
は

で
き
ま
せ
ん
。

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
被
害
を
受
け

た
世
帯
の
生
活
安
定
の
た
め
に
利
用
で
き
ま
す
。

対
象
は
、
床
上
浸
水
世
帯
で
家
財
(
乗
用
車
を

除
く
)
の
価
額
の

3
分
の

1
以
上
の
損
害
を
受
け

た
人
で
す
。

V
貸
付
額

1
5
0
万
円
を
限
度
と
す
る

V
償
還
期
間
四
年
(
初
め
の

3
年
間
は
据
置
期

間
で
無
利
子
)

V
利
子

3
%
(市
よ
り

3
%
の
利
子
補
給
有
り
)

台
風
の
被
害
に
よ
り
床
上
浸
水
の
被
害
を
受
け

た
皆
さ
ん
へ
水
道
料
金
の
減
免
な
ど
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
】
床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
た
世

帯
な
ど

【
減
免
な
ど
の
内
容
}
前
年
同
期
の
使
用
水
量

を
越
え
た
水
量
分

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
水
道
課

h

u
・
3
7
5
3
(
直
通
)

N
H
K
で
は
、
家
屋
半
壊
以
上
又
は
床
上
擾
水

以
上
の
程
度
の
被
害
を
受
け
た
世
帯
・
建
物
に
つ

い
て
、

2
ヶ
月
間

(
8
月
・

9
月
)
受
信
料
を
免

除
す
る
措
置
を
取
っ
て
い
ま
す
。
お
電
話
で
の
申

し
出
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

N

H

K

h

0

1

2

0
・
1
5
1
5
1
5
(
通
話
料
無
料
)
(
午
前

9
時

i
午
後
叩
時
/
土
・
日
・
祝
日
も
受
付
可
)

大
洲
市
で
は
、
床
上
浸
水
さ
れ
た
世
帯
を
対
象

に
1
万
円
、
市
共
同
募
金
会
か
ら
の

1
万
円
を
合

わ
せ
て

2
万
円
を
見
舞
金
と
し
て
給
付
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
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特別援護資金制度のあらまし

被害を受けた農林

水産物等の緊急の復

旧に要する資金の調

達が困難なもので、減

収量が平年農林漁業

総収穫量の 30%以

上となる見込である

かまたは、減収額が平

年農林漁業総収入額

の 20%以上となる

こと

イ 農林漁業用機械

器具等

運搬用機具(軽四トラ

ック等)、病害虫防除

用機具(動力噴霧器な

ど)原動機、揚排水用

機具肥料調整散布用

機具、農産物育成管理

用機具(ハウス暖房機

など)、耕うん整地用

機具、収穫調整用機

具、農用地改良調整用

機具等。小農具につい

ては多数をセットで

購入し相当の金額に

なる場合

の 【 ( 【 【 け 資 商
融主土期場て金工台
資な・関所いな業風
制 相 日 】 } ま ど な 16
度談を すのど号
の内除 9市。貸にに
相容三月役おし被ょ
談】~ 24所 気 付 害 り
な 午日 1軽けを、
ど災前会階にや受住

宰ロご相け宅
援時かど利談たや
護 30ら i用を人家
資分し く行に財
金 iば だう対血
に午ら さ窓す雲
つ後く い口るギ
い 5 の 。を援宴
て時開 設護キ

O. 5% 

(据置期間無利子)

1 0年間

(据置期間を含む)

中小企業者で被害

を受け、被害額が平年

総収入額の 20%以

上となること

編集/総務課発行/大洲市役所

O. 5% 

(据置期間無利子)

10年間

(据置期間を含む)

床上浸水(但し、床

上浸水と同等の被害を

受けた場合も含む)か

っ住宅、家財に被害を

受けたもので、自らの

カで応急復旧若しくは

修理出来ない場合で、

制度資金である災害援

護資金の貸し付けを受

けていないもの

大
洲
市
で
は
、
台
風
間
号
に
よ
る
被
害
の
復
氾

に
伴
う
融
資
制
度
に
つ
い
て
相
談
窓
口
を
設
置
し

ま
す
。
こ
れ
は
、
災
害
救
助
法
に
基
づ
く
災
害
援

護
資
金
貸
付
金
(
市
よ
り
3
%
の
利
子
補
給
)

庖錦、工場、事務所

等の施設、設備、業務

用車輔、運搬具、原材

料、商品などの購入費

及び修繕費

ワ 農林漁業用資機

材等農薬、肥料、種苗、

ピニ}ノレハウス等の

支柱等の購入費及び

修繕費

住宅及び家財(乗用

車を除く)の購入費及

び修繕費

ア農林漁業用施設、

整備

農舎、農産物育成管理

施設、(温室、ビニール

ハウス等)、農産物貯蔵

施設(農業用倉庫等)

かんすい施設、病害虫

防除施設、排水施設、

農産物乾燥施設、農業

用索道等

の
ほ
か
、
特
に
市
単
独
で
0
・

5
%
の
低
利
の
貨
…

付
制
度
を
創
設
し
被
害
復
旧
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
…

(
受
付
期
聞
は
3
ヶ
月
)

被
災
さ
れ
た
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

0
・
5
%
の
利
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で
1
0
0
万
円
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台
風
児
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に
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り
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け
た
人
で
、
自
ら

の
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で
応
急
復
旧
な
ど
が
困
難
な
人
に
対
し
て
特

別
援
護
資
金
貸
付
金
を
お
貸
し
し
ま
す
c

対
象
が
一
般
世
帯
、
農
林
漁
業
者
、
商
工
業
者

と
分
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
連
帯
保
証
人
や
償

還
方
法
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
相
談
窓
口
へ
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。
な
お
、
災
害
援
護
資
金
を
含
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
援
護
資
金
の
重
複
し
た
貸
し
付
け
は

で
き
ま
せ
ん
。

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
被
害
を
受
け

た
世
帯
の
生
活
安
定
の
た
め
に
利
用
で
き
ま
す
。

対
象
は
、
床
上
浸
水
世
帯
で
家
財
(
乗
用
車
を

除
く
)
の
価
額
の

3
分
の
1
以
上
の
損
害
を
受
け

た
人
で
す
。

V
貸
付
額

1
5
0
万
円
を
限
度
と
す
る

V
償
還
期
間
四
年
(
初
め
の

3
年
間
は
据
置
期

間
で
無
利
子
)

V
利
子

3
%
(市
よ
り

3
%
の
利
子
補
給
有
り
)

台
風
の
被
害
に
よ
り
床
上
浸
水
の
被
害
を
受
け

た
皆
さ
ん
へ
水
道
料
金
の
減
免
な
ど
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
】
床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
た
世

帯
な
ど

【
減
免
な
ど
の
内
容
}
前
年
同
期
の
使
用
水
量

を
越
え
た
水
量
分

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
水
道
課

h

u
・
3
7
5
3
(
直
通
)

N
H
K
で
は
、
家
屋
半
壊
以
上
又
は
床
上
擾
水

以
上
の
程
度
の
被
害
を
受
け
た
世
帯
・
建
物
に
つ

い
て
、

2
ヶ
月
間
(
8
月
・
9
月
)
受
信
料
を
免

除
す
る
措
置
を
取
っ
て
い
ま
す
。
お
電
話
で
の
申

し
出
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

N

H

K

h

0

1

2

0
・
1
5
1
5
1
5
(
通
話
料
無
料
)
(
午
前

9
時

i
午
後
叩
時
/
土
・
日
・
祝
日
も
受
付
可
)

大
洲
市
で
は
、
床
上
浸
水
さ
れ
た
世
帯
を
対
象

に
1
万
円
、
市
共
同
募
金
会
か
ら
の
1
万
円
を
合

わ
せ
て
2
万
円
を
見
舞
金
と
し
て
給
付
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
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